
 

１ 花水（主に桃浜町） 

用途地域 近商⇒一住 

許可地域 第５種⇒第２又は４種 

  

８ 崇善（立野町） 

用途地域 近商⇒一住 

許可地域 第５種⇒第２種 

 

14 大野（四之宮４） 

用途地域 工業⇒一住 

許可地域 第３又は４種⇒第２又は４種 

  

11 大野（四之宮２・３・４・５） 

用途地域 一住⇒準住 

許可地域 第２又は４種⇒第４種 

 

10 大野（東真土２） 

用途地域 準工⇒準住 

許可地域 第３又は４種⇒第４種 

  

13 大野（東真土１・２/四之宮２） 

用途地域 準工⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

  

16 神田（田村８） 

用途地域 準工⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

 
12 大野（東真土１・２/四之宮６） 

用途地域 準工⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

 

20 南金目（めぐみが丘１） 

用途地域 準工⇒一低 

許可地域 第３種⇒禁止 

  

22 旭北（高村・根坂間・河内） 

用途地域 一住⇒一中髙 

許可地域 第２又は４種⇒第１種・禁止 

   

23 旭北（高村・根坂間・河内） 

用途地域 一住⇒準住 

許可地域 第２又は４種⇒第４種 

   

６ 富士見（平塚２） 

用途地域 近商⇒一住 

許可地域 第５種⇒第２種 

  
７ 富士見（平塚１） 

用途地域 近商⇒一住 

許可地域 第５種⇒第２種 

   

３ 港（久領堤） 

用途地域 工業⇒近商 

許可地域 第３又は４種⇒第５種 

   

２ 港（久領堤） 

用途地域 工業⇒商業 

許可地域 第３又は４種⇒第５種 

 

５ 港（久領堤） 

用途地域 商業⇒一住 

許可地域 第５種⇒第２種 

   

令和４年３月１日付け用途地域変更による屋外広告物「許可地域」等の変更一覧 

赤枠・・・基準が厳しくなる方向に許可地域が変更する場所 
青枠・・・基準が緩和される方向に許可地域が変更する場所 
黒枠・・・用途地域が変更しても許可地域が変更しない場所 

４ 港（久領堤） 

用途地域 工業⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

   

21 旭北（公所） 

用途地域 一低⇒二低 

許可地域 禁止・第１種（変更なし） 

 

19 北金目（真田４） 

用途地域 一低⇒二低 

許可地域 第１種（変更なし） 

 

 

18 岡崎（岡崎） 

用途地域 一低⇒二低 

許可地域 第１種（変更なし） 

 

９ 大野（東真土１/西真土１） 

用途地域 一住⇒準住 

許可地域 第２種⇒第４種 

 

17 神田（田村５・四之宮７） 

用途地域 準工⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

 

15 神田（大神・田村６） 

用途地域 準工⇒一住 

許可地域 第３種⇒第２種 

 


